
　「埼玉県コバトン健康マイレージ」の歩数計を使って、６か月間毎日歩数を測定します。埼玉医科大学の協力
により、歩数測定の開始前と終了時の体力測定による効果の確認やアンケート調査を行います。また、歩き方や
食事に関する講習会への参加や、保健相談センターに設置してある体組成計で筋肉量や体脂肪の変化を確認する
ことができます。楽しくウオーキングをして、体力の向上を実感してみませんか。

問い合わせ　保健相談センター保健相談担当☎985－5122

「歩こう！健幸測定会」に参加しませんか募集

人数　250人（申し込み順）
費用　無料
申  し込み  ５月15日（月）以降に、電子申請・電話または直接担当へ
※同時に「埼玉県コバトン健康マイレージ」の申し込みが必要です。すでに「埼玉県コバトン健康マイレージ」
の歩数計・アプリを持っている人は、「歩こう！健幸測定会」だけの申し込みになります。

期日 内容 場所
５月25日（木）午前
　　30日（火）午前 体力測定

生涯学習センター

６月11日（日）午後 文化体育館「ひだかアリーナ」（健幸まつり内）
６月～11月 歩数計を付けて各自ウオーキング
８月・10月 講習会

生涯学習センター
11月下旬～12月上旬 体力測定

　５月15日（月）から、がん検診等の集団検診の予約を、電子申請・電話・窓口で受け付けます（個
別検診はすでに受け付けを開始しています）。
※先行はがき予約で定員に達している場合は、受け付けできません。
※電子申請による受け付けは、６月30日（金）までです。
※電子申請での申し込みは、同日に受診できる検診項目を全て受けられる人に限ります。受け
られない検診項目がある人は、電話や窓口でお申し込みください。
※詳しくは、「令和５年度日高市健幸スケジュール」をご覧ください。

問い合わせ　保健相談センター保健相談担当☎985－5122

５月15日（月）から、がん検診等の集団検診の予約を
電子申請・電話・窓口で受け付けお知らせ

検診名 集団検診 個別検診 対象 内容
肺がん・結核検診 〇 〇 40歳以上 胸部Ｘ線検査を行います

大腸がん検診
〇 － 40歳以上

便をとり、血が混じっていないかを調べます
－ 〇 40～69歳

子宮がん検診 〇 〇 20歳以上（２年に１回） 細胞をとって調べます
乳がん検診 〇 〇 40歳以上（２年に１回） 乳房Ｘ線検査（マンモグラフィー）を行います

胃がん検診
〇 － 30歳以上※ バリウムを飲み、胃部Ｘ線検査を行います
－ 〇 50～69歳（２年に１回） 胃内視鏡検査を行います

前立腺がん検診 〇 〇 50歳以上（２年に１回） 血液検査（腫瘍マーカー）を行います

骨粗しょう症検診 〇 － 女性：18歳以上
男性：40歳以上

超音波による骨量測定、ロコモティブシンドローム
チェックを行います

Ｂ型・Ｃ型肝炎検査 〇 － 40歳以上 血液検査を行います

健康診査 － 〇 18～39歳
または生活保護受給者

診察、身体測定、血圧測定、血液検査、尿検査
を行います

※前年度に市の胃がん個別検診（内視鏡）を受けた人は、胃がん検診（集団および個別）を受けることはできません。

健幸ポイント
たまります！
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広 告 お陰様で　 51年５カ月　　大小ご宴会 松 竹 ☎０４２－９８９－０５９７

問い合わせ　総務課人事厚生担当

令和５年度市職員人事異動お知らせ

４月１日付　課長級以上　（　）内は前職
部長級
　総合政策部長（教育部長） 　　　　　　　国分央
　健康推進部長（議会事務局長） 　　　　椙山吉之
　会計管理者兼会計課長（税務課長） 　　　武藤勝
　議会事務局長（健康推進部長） 　　　　　林政男
教育部長（財政課長） 　　　　　　　　　滝沢淳
課長級
　政策秘書課副参事（子育て応援課主幹） 須田幸知
　財政課長（財政課主幹） 　　　　　　　上田延洋
　管財課長（市街地整備課主幹） 　　　　　関根博
　危機管理課長（子育て応援課長） 　　　清野良仁
　税務課長（管財課長） 　　　　　　　　内藤好一
　生活福祉課長（危機管理課長） 　　　　堀口喜由
　子育て応援課長（政策秘書課副参事） 　大野雅司
　市街地整備課副参事（埼玉県） 　　　　金子祥久

問い合わせ　都市計画課計画推進・企業誘致・住宅政策担当

みんなで進めるまちづくり
～地区計画をご存じですか～お知らせ

　地区計画とは、それぞれの地区の課題や特徴に応じて、良好なまちづくりを進める制度であり、地区の将来に
向けてまちづくりの目標や方針等を定めるものです。住民と市が連携しながら地区のルールを定め、これを都市
計画として決定します。

地区計画で決められること
地区整備計画
〇 地区施設の配置および規模（生活道路、公園、広
場など）…住民が利用する道路、公園、緑地、広
場など、地区施設として定めることができます。
〇  建築物等に関する事項（用途、容積率、建ぺい率、
高さの最高限度、敷地規模、壁面の位置制限、垣・
柵等の制限）…建物の使い方、外部空間の確保等、
周囲と調和した土地の有効利用を進めることがで
きます。

地区計画区域内における行為の届け出
　土地の区画形質の変更や建築行為等を行う場合は、
工事着手の30日前までに日高市長（都市計画課）へ
届け出が必要です。
注意すること
　次の場合も、地区計画に基づく届け出が必要です。
〇建物を新築後、車庫や物置を増築する場合
〇垣・柵を設置する場合
〇 建築確認申請が不要となる小規模な増築（10㎡以
内）の場合

３月31日付退職者および帰任者　（　）内は退職時等の職
勤続10年以上の退職者
　大野康行（総合政策部長）
　大野仁（会計管理者兼会計課長）
　堀口和子（生活福祉課長）
　佐島政彦 （武蔵台公民館長兼武蔵台出張所長）
　峰岸勝美 （学校給食センター業務主任）
　城戸一禎（環境課主幹）
　林明子（高根保育所長）
　島田佳織（市民課主査）
　井上暢久（高萩出張所主査兼高萩公民館主査）
　岡野義明（建設課主査）
　久保田裕士（建設課主査）
　横田源一（市街地整備課主査）
立川知子（生涯学習課主任）
県へ帰任した者
　沼野貴則（市街地整備課副参事）
　藤田剛典（学校教育課指導主事）
　豊田拓也（学校教育課指導主事）

市内における地区計画
　〇西武飯能日高団地地区　　　〇日高団地中央通地区　　　　〇武蔵台団地地区
　〇高麗川駅西口地区　　　　　〇寺脇地区　　　　　　　　　〇武蔵高萩駅北地区
　〇東急こまがわ第三団地地区　〇明婦地区　　　　　　　　　〇上鹿山地区
　※各地区で定める地区整備計画の詳細は、担当へお問い合わせください。
　※日高団地中央通地区は、地区整備計画を定めていないため届け出は不要です。
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